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得
て
協
働
に
よ
り
策
定
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
健
全
な
財

政
運
営
や
的
確
な
行
政
評
価
と
の
連
携

を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

団
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
て
、
守

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
市
は
、
そ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
主
性
・
自
立
性
を

尊
重
し
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
支

援
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

ま
た
、
経
済
、
観
光
、
文
化
、
ス
ポ

ー
ツ
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
関
す
る

取
り
組
み
を
通
じ
て
、
市
外
の
人
々
の

意
見
や
提
言
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
す

る
と
と
も
に
、
近
隣
自
治
体
や
国
・
道

な
ど
の
関
係
機
関
と
協
力
・
連
携
に
努

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

市
民
、
市
長
、
議
員
、

職
員
の
責
務

最
高
規
範
性
と

市
民
自
治
推
進
委
員
会

行
政
の
政
策
活
動
と

市
民
と
の
協
働

総
合
計
画
は
、
こ
の
条
例
の
基
本
理

念
に
の
っ
と
り
、
広
く
市
民
の
参
画
を

行
政
組
織
と
職
員
政
策

市
の
組
織
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る

行
政
運
営
の
基
本
原
則
に
基
づ
く
と
と

も
に
、
社
会
経
済
情
勢
や
市
民
の
要
望

な
ど
の
変
化
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
柔
軟
に
編
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
市
は
、
効
果
的
な
行
政
を
遂

行
す
る
た
め
、
職
員
数
の
適
正
化
に
努

め
る
と
と
も
に
、
職
員
の
政
策
能
力
の

向
上
を
図
る
た
め
、
研
修
体
制
の
充
実

に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

議
会
は
、
市
民
の
ま
ち
づ
く
り
に
対

す
る
関
心
と
参
加
意
欲
を
高
め
る
た
め
、

議
会
の
活
動
を
広
く
市
民
に
公
開
す
る

と
と
も
に
、
市
民
と
の
連
携
を
図
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

議
会
の
役
割

市
民
、
市
長
、
議
員
、
職
員
は
、
こ

の
条
例
に
定
め
る
基
本
理
念
と
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
る
制
度
を
遵
守

し
、
お
互
い
が
協
働
し
て
、
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

こ
の
条
例
は
、
市
政
運
営
に
お
け
る

最
高
規
範
で
あ
り
、
市
は
、
こ
の
条
例

に
定
め
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
に

基
づ
き
、
そ
の
他
の
条
例
・
規
則
等
の

制
定
な
ど
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
市
民
自
治
推
進
委
員
会
の
設

置
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。

こ
の
委
員
会
は
、
こ
の
条
例
に
沿
っ

た
市
民
自
治
の
推
進
を
検
証
す
る
と
と

も
に
、
協
働
の
あ
り
方
や
こ
の
条
例
の

見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
も

の
で
す
。
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『登別市まちづくり
基本条例』提言書の
提出を終えて

 小  笠  原  春  一 さん
お がさ わら はる いち

『登別市まちづくり基本
条例検討委員会』委員長

まちづくりの基本は、地域の課題を市民と行政が
対等な立場で同じ目的に向かって考え、理解し、協
力して進めていくこと。これが２１世紀を迎えた社会
の目指すべきまちづくりの方向であり、協働のまち
づくりであると考えます。
そのための仕組みをつくろうと『登別市まちづく

り基本条例検討委員会』では論議を重ね提言書を提
出しました。
提言書の提出は終えましたが、終わったという実

感はなく、これからが始まりではないかと感じてい
ます。
これからは、検討委員会のメンバーを中心に立ち

上げた『登別まちづくり条例市民会議』として、提
言に関する行政や議会の対応、推移を見守り、条例
策定までの情報提供を求め、条例策定過程に生じる
課題などに対し、市民の意見や具体案の提示など市
政への参画を実践していきたいと思います。

特集　まちを創る、みんなで創る
～地方分権時代のまちづくり～


